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農地所有適格法人は、「農地所有適格法人報告書」を毎年提出することが法律で義務付けられています。
（農地法第 条）お忘れのないよう提出をお願いします。

報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合は、
30万円以下の過料が科せられる場合がありますので
ご注意ください。（農地法第68条）

令和 年 月発行農業委員会だより

各法人の事業年度終了後 ヵ月以内に農業委員会までご提出ください。

農地所有適格法人の報告書の提出について

報告をしなかった
場合は？

♦農地転用とは？
農地を農地以外の目的に使うことを「農地転用」
といい、実施前に農業委員会の許可が必要になりま
す。

♦農地を転用できない施設について
農地は原則、農業用施設以外に転用することはで
きません。また、太陽光発電設備（営農型）の設置
についても厳しい基準がありますので、計画されて
いる方は、事前に農業委員会へご相談ください。

♦申請から許可までには期間を要します
許可は農業委員会総会での審議や、申請内容によ
り北海道農業会議への意見聴取が必要な場合があり
ます。また、農振法（農村振興課対応）の手続きが
必要となる場合があります。
これらの手続きには か月以上の期間がかか

る場合もありますので、お早めにご相談ください。

♦許可を受けずに転用したり、
許可どおりに転用しなかったら？

無断で農地転用したり、事業計画どおりに転用し
ていない場合は、農地法に違反することとなり、工
事の中止や原状回復等を命令される場合があります。
（農地法第 条）また、罰則の適用があります。

♦農業者年金や納税猶予に影響があります
農業者年金受給者や相続税・贈与税等の納税猶予

を受けている方は、手続きが必要になることがあり
ます。
転用により農業者年金の支給が停止したり、納税

の猶予が打ち切られ、支払いが生じたりすることが
ありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

【問合せ先】農業委員会 ＴＥＬ − −

個人の場合、 年以下の懲役又は
万円以下の罰金（農地法第 条）

法人の場合、 億以下の罰金
（農地法第 条）

【農地の転用ＯＫ】
・牛舎、格納庫等の
農業用施設

・営農型太陽光発電設備
・農家住宅

農地転用は許可が必要です！ ～まずは農業委員会へ相談を～
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令和 年 月発行 農業委員会だより
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業務内容
土地・建物・会社登記
遺言・公正証書作成代行
相続手続・裁判書類作成
測量設計
農地申請
（現況証明・農地法 条，条，条・農地転用）

各種相談

〒 - 帯広市東 条南 丁目 番地
ＴＥＬ（ ） − 番
ＦＡＸ（ ） − 番

小林・中道司法書士
土地家屋調査士事務所

代表 小 林 千
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【改正の内容】
相続登記を義務化
〇相続による取得を知ってから

「3年以内」に登記申請
⇒怠ると10万円以下の過料

〇10年間、遺産配分未了なら法定割合で分割

●農地中間管理事業について
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令和 年 月発行農業委員会だより
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【一般農地の場合】
固定資産税の評価額＝
一般農地の価格×0.55（限界収益率）

樫
遊休農地を放置した場合は、

0.55を乗じない。
（結果的に1.8倍になる）
氏 祉獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅獅

・測量業務【公共測量・農地境界測量・分筆測量
基準点測量（GPS）・地形測量・水準測量】

・農業委員会に申請する書類作成業務一式
・法務局に申請する表示登記に関する書類作成業務一式

業務内容

㈲堀内測量事務所

〒 - 帯広市川西町基線58番地4
ＴＥＬ（0155）59－2707
ＦＡＸ（0155）59－2447

代表取締役 堀 内 勝
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提出されましたか？

農業者年金現況届
提出しないと、年金の支給が

差し止められてしまいます。

提出していない方は、急ぎ提出
されますようお願いします。
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令和 年 月発行 農業委員会だより

農農家のための農業者年農家のための農業者年金金
農業者年金に関する相談・問い合わせは、農業委員会または最寄りのＪＡへ

※保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は２万円で固定され、加入者が
負担する保険料は２万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
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害 害

令和 年 月発行農業委員会だより

農業委員会だより編集委員会
委 員 長 廣 瀬 文 彦
副 委 員 長 岩 城 利 寛
委 員 合歓垣 利 隆
委 員 野 原 幸 治
委 員 兒 玉 康 英
委 員 荒 川 満 雄
委 員 廣 瀬 智 美
委 員 尾 関 健 一
委 員 丸 谷 友 姫

帯広市農業者結婚推進協議会の活動報告

◇新任職員のお知らせ◇
令和 年 月 日付

事 務 局 長 山 名 克 之
農地課 課 長 境 憲 行
農地係 主任補 本 間 大 慎

令和 年 月 日に35歳以上
の農業青年 名と女性 名が参
加した交流会を開催しました。
新型コロナウイルス感染防止

の観点から、Ｚｏｏｍを活用し、
初のオンラインでの開催となり
ましたが、交流会は米澤愛氏（司
会・イベント企画ai-kotoba）の進行のもと、終始、和や
かな雰囲気で行うことができました。

「ダンディーファーマーとオンライン恋活in
バレンタイン」を開催しました！

帯広市農業青年交流会って、
どんな交流会なの？

令和3年8月13日に開催した帯
広市農業青年交流会の内容と流
れを紹介します。

交流会ではＺｏｏｍ操作が不慣れ
な方もスタッフがしっかりサポート
します。

今後も交流会の開催を予定してい
ますので、皆さんのご参加をお待ち
しております。

【交流会開始前、Ｚｏｏｍの接続確認】

【交流会中】…おおよそ2時間程度
・自己紹介
・ゲーム
・1対1のトーク①
～休 憩～
・1対1のトーク②
・最後に自己PR

【交流会終了後、事務局による
連絡先交換】

全国農業新聞を
購読しましょう！ お申し込みはお近くの農業委員又は農業委員会事務局へ（発行日 毎週金曜日 購読料 月 円）

令和 年 月14日に農業青年
交流会をオンラインで開催し、
農業青年 名と女性 名が参加
しました。
交流会では 対 のトークや

ゲームを行い、楽しく交流を行
いました。交流会後、お付き合
いに発展したカップルが誕生し、コロナ禍での新しい出会
いの形で、無事に恋が実りました。

「オンライン交流会！バレンタイン恋活 with
帯広市農業青年」を開催しました！
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交流会運営スタッフ

交流会運営スタッフ
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